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山

都

町

や
ま

と

ち
ょ
う

（役 場）

一   

概

況

   

平
成
一
七
年
二
月
一
一
日
、
平
成
の
合
併
で
唯
一
の
郡
境
を
越
え
て
、
矢
部
町
、
清
和
村
、

蘇
陽
町
が
合
併
し
、
人
口
一
六
、
九
八
一
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
約
五
四
五
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の

「
山
都
町

」
が
誕
生
し
た
。
本
町
は
、
熊
本
県
の
東
部
に
位
置
し
、
北
は
西
原

村
、
南
阿
蘇
村
及
び
高
森
町
、
東
は
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
五
ヶ
瀬
町
及
び
東
臼
杵
郡
椎
葉
村
、南

は
八
代
市
、
西
は
御
船
町
及
び
美
里
町
に
そ
れ
ぞ
れ
接
し
て
い
る
。
阿
蘇
南
外
輪
山
か
ら
九
州

山
地
の
脊
梁
ま
で
を
区
域
と
し
、
標
高
は
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
九
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
あ
っ

て
、
地
形
的
な
変
化
に
富
み
、
町
域
は
、
東
西
約
三
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
二
七
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
も
及
び

、
県
内
屈
指
の
面
積
を
誇
る
。
山
林
原
野
が
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お

り
、
北
部
は
な
だ
ら
か
な
高
原
状
を
呈
し
て
い
る
が
、
南
部
は
九
州
山
地
の
山
々
が
連
な
り
、

こ
れ
ら
を
水
源
と
し
、
宮
崎
県
延
岡
市
に
流
れ
る
五
ヶ
瀬
川
と
熊
本
市
に
流
れ
る
緑
川
水
系
、

そ
の
支
流
の
大
矢
川

、
笹
原
川
な
ど
が
流
れ
、
起
伏
に
富
ん
だ
独
特
の
渓
谷
美
を
形
成
し
て
い

る
。

   

産
業
と
し
て
は
、
農
業
が
主
で
、
野
菜
、
米

、
茶
、
椎
茸
、
畜
産
な
ど
の
複
合
経
営
が
主
と

な
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
地
域
特
性
を
活
か
し
た
ト
マ
ト
な
ど
の
高
冷
地
野
菜

、
茶

（
矢
部

茶
）
、
栗
、
柚
子
や
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
を
加
工
し
た
ジ
ャ
ム
な
ど
の
二
次
製
品
が
高
い
評
価
を
受
け
、

特
産
品
と
な
っ
て
い
る
。

   

交
通
面
で
は
、
町
を
東
西
に
横
断
す
る
国
道
二
一
八
号
や
、
国
道
二
六
五
号
、
国
道
四
四
五

号
な
ど
が
主
軸
と
な
っ
て
お
り
、
熊
本
市
か
ら
一
時
間
程
度
の
行
程
で
あ
る
。

   

ま
た

、
く
ま
も
と
ア
ー
ト
ポ
リ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
鮎
の
瀬
大
橋
が
菅
地

区
と
白
藤
地
区
を
結
び
、
町
中
心
部
へ
の
利
便
性
が
向
上
し
た
。
こ
の
橋
は
、
高
さ
一
四
〇
メ

ー
ト
ル
長
さ
三
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
Ｙ
字
橋
脚
と
斜
張
橋
と
の
複
合
型
の
珍
し
い
橋
で
、
橋
の
上

や
た
も
と
か
ら
は
緑
川
の
深
い
渓
谷
の
風
景
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

   
名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
日
本
最
大
級
の
石
造
り
ア
ー
チ
水
道
橋
で
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
通
潤
橋
が
あ
り
、
近
く
に
は
高
さ
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
水
量
豊
富
で
雄
大
な
五

老
ケ
滝
が
あ
る
。
ま
た
、
南
北
朝
時
代
か
ら
居
館
（
浜
の
館
）
、
居
城
（
岩
尾
城
）
や
愛
藤
寺
城

等
、
阿
蘇
、
健
軍
、
郡
浦
、
甲
佐
四
社
領
を
は
じ
め
阿
蘇
、
益
城
、
宇
土
の
三
郡
を
支
配
下
に

お
き
、
三
五
万
石
を
有
し
、
戦
国
時
代
に
矢
部
に
本
拠
地
を
置
い
た
阿
蘇
氏
の
旧
跡
が
数
多
く
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見
ら
れ
る
。
清
和
文
楽
人
形
芝
居
は
嘉
永
年
間
よ
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
昭
和
三
三
年
、

県
の
無
形
文
化
財
「
文
楽
人
形
技
術
保
持
者
」
と
し
て
清
和
文
楽
人
形
保
存
会
の
二
名
が
認
定

さ
れ
、
昭
和
五
四
年
に
は
、「
清
和
文
楽
人
形
保
存
会
」
そ
の
も
の
が
、
県
の
重
要
無
形
文
化
財

と
し
て
指
定
を
受
け
、
平
成
一
七
年
に
は
、
国
指
定
大
川
阿
蘇
神
社
農
村
舞
台
と
な
る
。
こ
の

人
形
を
使
っ
た
文
楽
を
鑑
賞
で
き
る
施
設
と
し
て
清
和
文
楽
館
が
あ
る
。そ
の
ほ
か
、四
季
折
々

の
渓
谷
美
が
楽
し
め
る
蘇
陽
峡
や
緑
川
上
流
に
あ
る
紅
葉
の
名
所
緑
仙
峡
、
全
長
約
二
〇
〇
メ

ー
ト
ル
、
高
さ
八
六
メ
ー
ト
ル
の
大
鉄
橋
の
内
大
臣
橋
が
あ
る
。
阿
蘇
外
輪
山
の
な
だ
ら
か
な

ス
ロ
ー
プ
と
、
遠
大
な
眺
望
を
も
つ
自
然
公
園
で
あ
る
井
無
田
高
原
、
自
然
型
テ
ー
マ
パ
ー
ク

「
そ
よ
風
パ
ー
ク
」
、
肥
後
の
国
か
ら
日
向
の
国
へ
至
る
旧
藩
時
代
の
歴
史
街
道
で
、
現
在
は
、

御
船
町
か
ら
山
都
町
内
の
コ
ー
ス
を
歩
く
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
が
開
催
さ
れ
て
い
る
日
向
往
還
な
ど

が
あ
る
。 

主
な
行
事
と
し
て
は
、
秋
の
訪
れ
を
告
げ
る
大
祭
で
、
巨
大
に
し
て
精
巧
な
造
り
物
が
、
町

を
引
き
廻
さ
れ
る
八
朔
祭
や
、
文
楽
の
里
ま
つ
り
、
火
伏
地
蔵
祭
、
九
州
山
地
神
楽
祭
り
な
ど

が
あ
る
。 

 

二 

町
名
の
由
来 

 

矢
部
・
清
和
・
蘇
陽
三
町
村
の
合
併
協
議
に
あ
た
っ
て
、
合
併
協
議
会
は
新
町
の
名
称
に
つ

い
て
公
募
し
、
そ
こ
か
ら
候
補
を
選
定
し
た
。「
九
央
町
」「
蘇
南
町
」「
美
山
町
」
「
山
都
町
」

と
い
っ
た
町
名
候
補
に
つ
い
て
の
各
町
村
の
意
向
が
持
ち
寄
ら
れ
、
協
議
の
結
果
、
満
場
一
致

で
「
山
都
町
」
に
決
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

三 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯 

 

１ 

合
併
関
係
市
町
村
の
状
況 

     

（
一
）
阿
蘇
郡
蘇
陽
町 

昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日
、
柏
村
、
菅
尾
村
、
馬
見
原
町
が
合
併
し
て
で
き
た
町
で
、
面

積
は
約
一
一
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
宮
崎
県
境
に
あ
り
、
南
阿
蘇
外
輪
山
よ
り
南

面
に
展
開
し
、
九
州
山
脈
に
連
な
る
地
域
で
『
九
州
の
へ
そ
』
と
称
さ
れ
る
。 

（
二
）
上
益
城
郡
矢
部
町 

昭
和
三
〇
年
二
月
一
日
、
浜
町
ほ
か
三
か
村
の
合
併
に
よ
り
矢
部
町
が
誕
生
し
、
以
後
、

昭
和
三
二
年
の
二
か
村
編
入
、
昭
和
三
七
年
の
一
部
境
界
変
更
を
経
て
近
時
の
町
域
を
形
成

し
た
。
面
積
は
約
二
九
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
通
水
の
石
橋
「
通
潤
橋
」
で
知
ら

れ
る
。 

（
三
）
上
益
城
郡
清
和
村 

昭
和
三
一
年
七
月
一
日
、
朝
日
村
と
小
峰
村
の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
村
で
あ
る
。
南
は

宮
崎
県
境
で
、
南
北
に
細
長
い
形
状
の
山
間
部
の
農
村
で
あ
る
。
面
積
は
約
一
二
九
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
嘉
永
年
間
か
ら
伝
わ
る
文
楽
の
里
と
し
て
知
ら
れ
る
。 

 

２ 

検
討
の
経
緯 

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
で
は
、
当
地
域
に
つ
い
て
は
、

矢
部
町
及
び
清
和
村
の
二
町
村
合
併
、
若
し
く
は
こ
れ
に
阿
蘇
郡
蘇
陽
町
を
加
え
た
三
町
村
の

パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。
（
蘇
陽
町
に
つ
い
て
は
、
南
阿
蘇
六
町
村
の
枠
組
み
も
示
さ
れ
た
。） 

 

蘇
陽
町
の
平
成
一
四
年
秋
の
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
合
併
相
手
に
つ
い
て
、
民
意
が
「
矢
部

町
・
清
和
村
」
と
「
高
森
町
」
に
二
分
さ
れ
た
た
め
、
蘇
陽
町
は
矢
部
町
、
清
和
村
、
高
森
町

の
各
町
村
に
対
し
勉
強
会
の
設
置
を
呼
び
掛
け
、
こ
の
う
ち
、
矢
部
町
及
び
清
和
村
と
の
協
議

が
具
体
化
し
た
。 

 

郡
を
異
に
す
る
当
地
域
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
新
町
が
上
益
城
郡
に
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

た
め
、
阿
蘇
郡
に
属
す
る
蘇
陽
町
内
で
は
、「
阿
蘇
」
の
名
前
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
意

見
も
あ
っ
た
が
、
三
町
村
で
合
併
に
向
け
た
手
続
が
進
め
ら
れ
、
平
成
一
七
年
二
月
一
一
日
、

山
都
町
が
誕
生
し
た
。（
第
二
編
「
上
益
城
地
域
」
参
照
） 

 

３ 

合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
定
事
項
等 

（
※
基
本
的
協
議
項
目
及
び
合
併
特
例
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
項
目
を
記
載
） 

（
一
）
合
併
の
方
式 

 

蘇
陽
町 

 

矢
部
町 

 
 

 
 
 

山
都
町 

 

清
和
村 

 
 

 
 
 

（
平
一
七
・
二
・
一
一 

新
設
） 
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 －3－

 
上
益
城
郡
矢
部
町
、
清
和
村
及
び
阿
蘇
郡
蘇
陽
町
を
廃
止
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い

団
体
を
設
置
す
る
新
設
（
対
等
）
合
併
と
す
る
。 

（
二
）
合
併
の
時
期 

 

平
成
一
七
年
二
月
一
一
日
と
す
る
。 

（
三
）
新
町
の
名
称 

 

新
町
の
名
称
を
「
山
都
町
」
と
す
る
。 

（
四
）
新
町
の
事
務
所
の
位
置 

 

地
方
自
治
法
第
四
条
に
基
づ
く
新
町
の
事
務
所
の
位
置
は
、
矢
部
町
浜
町
六
番
地
（
現
矢
部

町
庁
舎
）
を
含
む
周
辺
と
す
る
。
た
だ
し
、
敷
地
は
国
道
二
一
八
号
に
接
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
五
）
財
産
・
債
務
の
取
扱
い 

 

財
産
及
び
債
務
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

 

た
だ
し
、
矢
部
町
の
庁
舎
建
築
基
金
に
つ
い
て
は
、
今
後
新
築
す
る
本
庁
舎
の
財
源
と
す
る
。

な
お
、
当
該
基
金
を
充
当
し
て
も
建
設
費
が
不
足
し
た
場
合
、
合
併
特
例
債
を
活
用
す
る
こ

と
を
検
討
す
る
。 

（
六
）
郡
の
区
域
の
取
扱
い 

 

新
町
の
郡
の
区
域
は
、
上
益
城
郡
と
す
る
こ
と
を
県
知
事
及
び
県
議
会
に
対
し
要
望
す
る
。 

（
七
）
新
町
建
設
計
画 

 

新
町
建
設
計
画
は
、
別
添
「
新
町
建
設
計
画
」
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。（
略
） 

（
八
）
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期 

 

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
１
）
新
町
の
議
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
九
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
二
二
人
と
す
る
。 

（
２
）
公
職
選
挙
法
第
一
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
選
挙
区
は
設
け
な
い
。 

（
３
）
三
町
村
の
議
会
議
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
ま
で
新
町
の
議
会
議
員
と
し
て
在

任
す
る
。 

（
九
）
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期 

 

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

農
業
委
員
会
に
つ
い
て
は
合
併
時
に
統
合
す
る
も
の
と
し
、
農
業
委
員
会
の
選
挙
で
選
任
さ

れ
た
委
員
の
任
期
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

を
適
用
し
、
平
成
一
七
年
七
月
一
九
日
ま
で
引
き
続
き
農
業
委
員
と
し
て
在
任
す
る
。 

 

在
任
特
例
期
間
終
了
後
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
、
二
〇
人
と
し
、
農

業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
一
〇
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
選
挙
区
を
設
け
る
。
選
挙
区

は
三
と
し
、
矢
部
町
、
清
和
村
、
蘇
陽
町
に
そ
れ
ぞ
れ
一
選
挙
区
を
設
け
る
。 

 

な
お
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た
場
合
、
新
町
に
お
い
て
農

業
委
員
会
委
員
の
定
数
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

（
一
〇
）
地
方
税
（
納
税
関
係
を
含
む
） 

 

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
１
）
賦
課
率
は
入
湯
税
を
除
き
三
町
村
と
も
同
率
で
あ
る
の
で
、
現
行
の
ま
ま
新
町
に
引

き
継
ぐ
。 

（
２
）
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
矢
部
町
の
例
に
よ
る
。 

（
３
）
納
期
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ア 

個
人
町
村
民
税
・
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
一
〇
期
と
す
る
。 

イ 

軽
自
動
車
税
は
、
四
月
納
期
と
す
る
。 

（
４
）
納
税
（
貯
蓄
）
組
合
及
び
報
奨
金
に
つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
。
な
お
、
地
域
づ
く
り

に
関
す
る
助
成
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
新
町
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

（
一
一
）
一
般
職
の
職
員
の
身
分 

 

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
１
）
三
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
に
よ

り
、
す
べ
て
新
町
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
。 

 

（
２
）
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の

適
正
化
に
努
め
る
。 

（
３
）
職
名
及
び
任
用
要
件
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
適
正
化
の
観
点

か
ら
、
調
整
し
統
一
す
る
。 

（
４
）
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び
給
与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
統
一
を 

図
る
。 

（
一
二
）
地
域
審
議
会 

 

地
域
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
地
域
審
議
会
を
新
町
に
お
い
て
設
置
す
る
。 

 

地
域
審
議
会
の
設
置
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。（
略
） 
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４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

【
旧
阿
蘇
郡
蘇
陽
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

蘇
陽
町

矢
部
町

清
和
村

後
藤

恵
喜

甲
斐

利
幸

兼
瀬

哲
治

中
村

勲

　
　

―

　
　

―

倉
岡

克
行

　
　

―

福
田

幸
一

渡
邊

和
幸

田
上

聖

梶
原

徹

後
藤

冠

飯
開

和
雄

那
須

典
昭

区

分

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

(

戸)

(

人)

(

人)

(

人)

(

人)

(

㎢)

計 計
中

学

校

高

等

学

校

市
町
村
税
納
税
額

前
年
度
予
算
総
額

四
、
八
一
六

一
、
五
八
九

一
一
八
．
九
二

九
六
三

五
〇
一

一
、
〇
〇
〇

二
、
四
六
四一一

一
、
九
八
〇

八
、
六
九
四

一
二
、
〇
二
三

二
〇
、
七
六
五

六
、
七
五
三

五
四
四
．
八
三

三
、
九
〇
六

二
、
三
七
六

四
、
三
九
七

一
〇
、
六
七
九

一
、
一
四
九

一
五
、
九
七
三

五
、
六
三
六

四
、
四
七
四

一
、
三
四
九

八
、
二
五
七

七
、
八
六
二

二
、
七
四
八

三
、
二
四
二

一
、
五
三
九

二
〇
九

七
八
四

一
五
六

四二

一
一
、
三
九
八

四
二
、
二
二
五

五
九
、
二
五
九

一
二
、
五
六
九

四
、
一
四
〇

二
九
六
．
四
二

六
、
四
〇
二

二
、
七
九
三

一
、
四
九
六

二
、
一
一
三二一

二
七
、
七
六
六

三
八
、
三
七
六

　

三
、
三
八
〇

一
、
〇
二
四

一
二
九
．
四
九

八
三
〇

三
七
九

一
、
八
一
三

六
〇
四一〇

一
、
五
五
六

五
、
七
六
五

八
、
八
六
〇　
　
　

中
学
校
以

上
の
学
校

山
都
町

蘇
陽
町

合

併

関

係

町

矢
部
町

清
和
村

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業
（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

生
産
額

柏

村

菅

尾

村

馬

見

原

町

蘇

陽

町

蘇

陽

町

（
昭
三
一
・
九
・
三
〇

新
設
）
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（
一
） 

 

柏
村

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
二
） 

 

菅
尾
村

（
三
） 

 

馬
見
原
町

 
 

旧
藩
時
代
は
、
前
記
二
村
と
同
様
阿
蘇
郡
代
の
所
管
で
あ
る
菅
尾
手
永
の
管
轄
下
に
あ
っ

た
が
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
現
在
の
本
町
の
地
域
は
滝
上
、
馬
見
原
、
長
崎
、
神
ノ
前
、

大
野
、
柳
井
原
、
方
ケ
野
、
白
石
の
八
か
村
に
分
か
れ
て
い
た
。
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制

法
施
行
に
よ
り
、
滝
上
、
馬
見
原
、
長
崎
の
各
村
は
菅
尾
村
ほ
か
四
か
村
と
、
神
ノ
前
、
大

野
、
柳
井
原
、
方
ケ
野
、
白
石
の
五
か
村
は
塩
原
村
、
仮
屋
村
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政

区
域
を
な
し
、
戸
長
役
場
が
設
置
さ
れ
た
。
一
七
年
の
改
正
に
よ
り
、
馬
見
原
、
大
野
、
柳

井
原
、
長
崎
、
滝
上
の
五
か
村
は
菅
尾
村
列
の
行
政
区
域
に
、
神
ノ
前
、
方
ケ
野
、
白
石
の

三
か
村
は
小
峰
村
列
の
行
政
区
域
に
変
更
さ
れ
た
が
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
い
前
記
八

 
 

柏
村
と
同
様
旧
藩
時
代
は
、
阿
蘇
郡
代
の
所
管
で
あ
る
菅
尾
手
永
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
明

治
九
年
（
一
八
七
六
）
現
在
本
村
の
地
域
は
、
八
木
、
花
上
、
米
迫
、
塩
出
原
、
菅
尾
、
塩

原
、
今
の
七
か
村
に
分
か
れ
て
い
た
。
同
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
今
、

花
上
、
八
木
、
米
迫
の
四
か
村
は
橘
村
ほ
か
二
か
村
と
、
塩
出
迫
、
菅
尾
両
村
は
、
馬
見
原

町
ほ
か
五
か
村
と
、
そ
し
て
塩
原
村
は
柳
井
原
村
ほ
か
二
か
村
等
と
そ
れ
ぞ
れ
行
政
区
域
を

同
じ
く
し
た
が
、
一
七
年
の
改
正
に
よ
っ
て
花
上
、
八
木
、
今
、
米
迫
、
塩
出
迫
、
菅
尾
、

塩
原
に
滝
上
、
大
野
、
馬
見
原
を
加
え
た
一
〇
か
村
が
同
一
行
政
区
域
菅
尾
村
列
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
な
い
、
前
記
七
か
村
が
合
併
し
て
菅
尾
村
と
な
っ
た
。

 
 

旧
藩
時
代
、
加
藤
領
か
ら
、
の
ち
細
川
領
と
な
り
、
阿
蘇
郡
代
の
所
管
で
あ
る
菅
尾
手
永

の
管
轄
下
に
あ
っ
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
改
正
に
よ
り
菅
尾
郷
一
町

四
二
村
は
第
二
大
区
第
八
小
区
と
な
り
、
そ
の
合
併
が
行
わ
れ
、
同
九
年
現
在
で
、
本
村
の

地
域
は
柳
、
竹
原
、
高
畑
、
下
山
、
玉
目
、
二
瀬
本
、
橘
、
二
津
留
、
柏
、
大
見
口
、
上
差

尾
、
高
辻
、
伊
勢
、
長
谷
、
倉
木
山
の
一
五
か
村
に
分
か
れ
て
い
た
。
明
治
一
二
年
、
郡
区

町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
橘
、
柏
、
今
、
花
上
、
二
瀬
本
、
八
木
、
米
迫
の
七
か
村
、

二
津
留
、
大
見
口
、
上
差
尾
、
塩
出
迫
、
菅
尾
、
滝
上
、
馬
見
原
、
長
崎
の
八
か
町
村
、
柳
、

伊
勢
、
竹
原
、
高
辻
、
高
畑
、
下
山
、
長
谷
、
玉
目
の
八
か
村
が
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
を

形
成
し
た
が
、
一
七
年
の
改
正
に
よ
り
柳
村
な
ど
前
記
一
四
か
村
、
倉
木
山
は
一
二
年
に
長

谷
村
に
合
併
が
二
瀬
本
村
列
と
な
っ
て
同
一
戸
長
役
場
の
統
治
下
に
置
か
れ
、
そ
の
後
二
二

年
の
町
村
制
施
行
に
伴
な
い
、
こ
の
一
四
か
村
が
合
併
し
て
柏
村
と
な
っ
た
。

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

柳

村

東

竹

原

村

伊

勢

村

高

畑

村

下

山

村

高

辻

村

玉

目

村

二

瀬

本

村

橘

村

柏

村

大

見

口

村

上

差

尾

村

長

谷

村

二

津

留

村

八

木

村

花

上

村

今

村

米

迫

村

塩

出

迫

村

菅

尾

村

塩

原

村

滝

上

村

馬

見

原

村

長

崎

村

神

ノ

前

村

大

野

村

柳

井

原

村

方

ヶ

野

村

白

石

村

柏

村

柏

村

菅

尾

村

菅

尾

村

馬

見

原

町

馬

見

原

町

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）
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か
村
が
合
併
し
て
馬
見
原
町
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
前
は
、
柏
、
菅
尾
、
馬
見
原
三
か
町
村
の
区
域
に
上
益
城
郡
の
朝
日

村
、
小
峰
村
を
加
え
た
越
郡
合
併
の
動
き
が
あ
っ
た
。
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
七
月
二
九

日
、
上
益
城
郡
朝
日
村
の
主
催
に
よ
り
、
馬
見
原
、
菅
尾
、
柏
、
朝
日
、
小
峰
五
か
町
村
合
併

の
打
ち
合
わ
せ
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
は
、柏
村
を
除
い
た
四
か
町
村
の
協
議
会
が
七
、

八
回
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
、
合
併
の
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
し
か
し
、
郡
が
違
う
こ
と
、

ま
た
、
朝
日
村
、
小
峰
村
両
村
内
で
紛
争
が
起
こ
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
四
か
町
村
合
併
を
検
討

し
て
い
る
段
階
で
町
村
合
併
促
進
法
が
施
行
さ
れ
た
。 

町
村
合
併
促
進
法
の
制
定
に
伴
い
、
本
町
の
地
域
に
お
い
て
も
よ
う
や
く
合
併
気
運
が
盛
り

あ
が
っ
て
き
た
が
、
立
地
条
件
か
ら
み
て
合
併
を
困
難
視
す
る
向
も
あ
っ
た
。
二
八
年
一
一
月
、

県
の
合
併
試
案
と
し
て
柏
、
馬
見
原
、
菅
尾
の
三
か
町
村
合
併
案
が
示
さ
れ
た
。
住
民
の
町
村

合
併
の
意
欲
は
日
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
高
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
馬
見
原
町
、
柏
村
は
、
合
併

後
の
役
場
の
位
置
に
不
満
が
あ
り
、
早
急
な
合
併
は
困
難
視
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
柏
、
菅
尾
二

か
村
合
併
案
、
県
試
案
に
朝
日
、
小
峰
両
村
を
含
ん
だ
五
か
町
村
合
併
案
、
あ
る
い
は
知
保
郷

（
山
東
部
一
帯
の
呼
称
）
同
志
会
が
推
進
す
る
そ
の
五
か
町
村
に
宮
崎
県
三
か
町
村
、
鞍
岡
村

を
含
め
た
七
か
町
村
合
併
案
な
ど
が
で
た
が
、七
か
町
村
案
は
県
境
を
越
え
た
合
併
で
あ
っ
て
、

実
現
は
困
難
な
情
勢
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
各
種
の
合
併
案
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
協
議
が

重
ね
ら
れ
た
が
、
各
町
村
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が
あ
っ
て
合
併
は
難
航
し
た
。 

三
〇
年
一
二
月
、
柏
村
と
菅
尾
村
の
間
で
は
、
柏
村
の
強
力
な
懇
請
に
よ
り
、
一
応
、
馬
見

原
、
柏
、
菅
尾
の
三
か
町
村
合
併
を
最
終
目
標
と
し
て
、
ま
ず
二
か
村
合
併
の
協
定
が
な
さ
れ
、

た
だ
ち
に
馬
見
原
町
に
対
し
三
か
町
村
合
併
を
は
た
ら
き
か
け
た
。こ
れ
に
対
し
て
同
町
で
は
、

町
議
会
の
審
議
を
重
ね
る
こ
と
数
回
、
つ
い
に
翌
三
一
年
三
月
、
三
か
町
村
合
併
に
同
調
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
た
だ
ち
に
三
か
町
村
代
表
者
会
議
を
開
い
て
合
併
協
議
会
を
発
足
さ
せ

四
月
八
日
、
第
一
回
の
協
議
会
を
開
き
、
合
併
協
議
会
事
務
局
を
菅
尾
村
に
設
置
し
た
。 

四
月
二
一
日
、
第
二
回
の
協
議
会
を
開
き
、
新
町
建
設
計
画
に
つ
い
て
協
議
し
た
が
、
役
場

位
置
の
問
題
で
い
き
づ
ま
り
、
流
会
と
な
っ
た
。
四
月
二
三
日
、
第
三
回
の
協
議
会
を
開
き
、

役
場
位
置
問
題
に
つ
い
て
各
町
村
か
ら
資
料
を
提
出
し
て
論
議
し
た
が
、
結
論
が
で
な
か
っ
た
。

五
月
七
日
、
第
四
回
の
協
議
会
を
開
い
て
役
場
位
置
問
題
を
協
議
し
た
が
、
結
局
決
定
で
き
ず
、

柏
村
は
つ
い
に
協
議
会
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
の
後
は
、
馬
見
原
町
、
菅
尾
村
の
二
か
町
村
で
協
議
会
が
開
か
れ
た
が
、
人
口
五
、
三
〇

〇
人
で
は
適
正
規
模
に
な
ら
な
い
の
で
、
県
試
案
に
基
づ
き
、
あ
く
ま
で
三
か
町
村
合
併
を
目

標
と
し
て
協
議
会
を
進
め
た
。
し
か
し
、
柏
村
の
態
度
が
決
ま
ら
な
い
た
め
、
と
り
あ
え
ず
菅

尾
村
、
馬
見
原
町
の
二
か
町
村
で
合
併
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
八
月
一
日
の
新
町
発
足
を
目
標

に
、
五
月
二
七
日
、
両
町
村
議
会
に
お
い
て
合
併
の
議
決
を
し
た
。 

そ
の
後
六
月
八
日
に
は
、
協
議
会
に
は
か
っ
て
建
設
計
画
の
策
定
を
急
ぐ
こ
と
に
し
、
六
月

二
四
日
、
二
か
町
村
の
合
併
協
議
会
を
開
き
、
県
の
出
席
の
も
と
で
次
の
事
項
を
決
定
し
た
。 

（
一
） 

柏
村
を
含
め
た
三
か
町
村
合
併
を
、
最
終
目
標
と
す
る
。 

（
二
） 

二
か
町
村
合
併
は
、
七
月
県
議
会
に
上
程
、
九
月
一
日
の
発
足
を
目
標
と
す
る
。 

（
三
） 

役
場
の
仮
位
置
、
出
張
所
問
題
は
、
新
町
名
と
と
も
に
、
次
回
で
審
議
決
定
す
る
。

 

次
い
で
六
月
三
〇
日
、
二
か
町
村
合
併
協
議
会
を
開
き
、
新
町
名
は
「
蘇
陽
町
」
と
し
、
役

場
の
位
置
は
菅
尾
村
に
置
く
こ
と
に
し
た
。 

こ
の
あ
と
七
月
七
日
、
菅
尾
村
の
東
部
に
あ
た
る
大
字
花
上
お
よ
び
大
字
八
木
字
八
矢
地
区

か
ら
、
柏
村
を
含
め
な
い
二
か
町
村
合
併
で
あ
れ
ば
分
村
し
た
い
と
い
う
陳
情
が
な
さ
れ
た
が
、

菅
尾
村
で
は
柏
村
を
含
め
た
三
か
町
村
の
合
併
を
最
終
目
標
と
し
て
い
る
の
で
認
め
な
か
っ

た
。
馬
見
原
町
で
も
、
西
部
地
区
の
一
部
が
清
和
村
へ
分
町
し
た
い
と
い
う
動
き
が
起
き
て
い

た
が
、
町
当
局
は
一
応
三
か
町
村
合
併
目
標
の
線
で
固
ま
っ
て
い
た
の
で
認
め
な
か
っ
た
。 

そ
の
後
、
馬
見
原
町
、
菅
尾
村
は
、
二
か
町
村
合
併
を
一
時
保
留
し
、
再
三
に
わ
た
り
柏
村

に
対
し
三
か
町
村
合
併
を
懇
請
し
た
の
で
、
柏
村
に
お
い
て
も
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
三
か
町

村
合
併
に
同
意
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
旨
を
回
答
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
決
定
に
不
満
を
持

つ
北
部
、
長
谷
他
四
地
区
で
は
、
分
村
運
動
を
お
こ
し
、
高
森
町
へ
合
併
を
陳
情
し
、
ま
た
同

地
区
の
公
職
に
あ
る
者
が
辞
表
を
だ
す
な
ど
し
て
混
乱
し
、
暗
い
雲
ゆ
き
と
な
っ
た
が
、
合
併

後
分
村
を
認
め
る
こ
と
で
一
応
紛
争
は
お
さ
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
た
だ
ち
に
三
か
町
村
は
、
建

設
計
画
書
の
策
定
と
合
併
申
請
手
続
き
に
と
り
か
か
っ
た
。
こ
れ
で
よ
う
や
く
三
年
間
に
わ
た

っ
て
も
み
に
も
ん
だ
合
併
問
題
も
終
止
符
が
打
た
れ
、
菅
尾
村
に
仮
役
所
を
置
く
こ
と
と
し
て
、

三
一
年
九
月
三
〇
日
、「
蘇
陽
町
」
が
誕
生
し
た
。「
蘇
陽
」
と
い
う
の
は
、
元
来
こ
の
地
一
帯

の
地
名
で
、
柏
、
菅
尾
、
馬
見
原
、
朝
日
、
小
峰
、
宮
崎
県
三
か
所
お
よ
び
鞍
岡
を
含
む
七
か

町
村
の
地
域
で
、
古
代
の
「
知
保
郷
」
に
相
当
す
る
。
昭
和
の
初
め
、
当
時
の
斉
藤
宗
宣
知
事

が
こ
の
渓
谷
を
「
蘇
陽
峡
」
と
名
づ
け
た
の
が
初
め
で
、
そ
れ
以
来
「
蘇
陽
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

−1198−−1199−
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な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
由
緒
あ
る
「
蘇
陽
」
の
言
葉
が
、
太
陽
が
蘇
る
と
い
う
意
味
も

あ
っ
て
無
限
の
発
展
を
象
徴
す
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
称
を
選
ん
だ
。

 
 

本
町
は
、
地
域
が
広
大
で
部
落
が
点
在
し
て
い
る
た
め
、
新
町
発
足
後
も
役
場
位
置
問
題
で
、

四
か
年
半
に
わ
た
っ
て
紛
争
が
続
き
、
昭
和
三
四
年
五
月
に
は
蘇
陽
町
の
一
部
を
も
っ
て
柏
村

を
お
く
こ
と
に
つ
い
て
の
分
村
申
請
が
正
式
に
県
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
間
、
役
場
を
一
か
月
ご

と
に
移
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
変
則
行
政
を
繰
り
返
し
、
行
政
運
営
上
に
著
し
い
混
乱
が
続
い

た
が
、三
六
年
度
に
至
り
役
場
庁
舎
が
新
築
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
も
正
常
に
か
え
っ
た
。

 
 

新
町
役
場
は
、
仮
役
場
と
し
て
、
暫
定
的
に
菅
尾
村
大
字
菅
尾
字
赤
迫
一
二
五
三
番
地
に

置
く
。

 
 

議
員
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
任
期
は
、
昭
和

三
二
年
九
月
二
九
日
ま
で
と
す
る
。

 
 

任
期
、
定
数
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
の
特
例
を
適
用
し
、
そ
の
定
数
は
三
〇

人
と
し
、
任
期
は
昭
和
三
二
年
七
月
一
九
日
ま
で
と
す
る
。

３ 
 

合
併
条
件
及
び
協
定
事
項

（
一
） 

 

合
併
の
形
式 

 
 
 

柏
村
、
菅
尾
村
、
馬
見
原
町
を
合
体
し
て
町
と
す
る
。

（
二
） 

 

合
併
の
時
期 

 
 
 

昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日

（
三
） 

 

新
町
名 

 
 
 

「
蘇
陽
町
」

（
四
） 

 

役
場
の
位
置

（
五
） 

 

役
場
仮
支
所
、
出
張
所
の
位
置

 
 

１ 
 

合
併
関
係
町
村
役
場
を
仮
支
所
と
す
る
。

 
 

２ 
 

大
字
東
竹
原
二
〇
四
番
地
に
出
張
所
を
置
く
。

（
六
） 

 

仮
支
所
、
出
張
所
で
行
な
う
事
務

 
 
 
 

戸
籍
、
住
民
登
録
、
配
給
、
町
税
の
収
入
、
諸
証
明
そ
の
他
必
要
な
事
務

（
七
） 

 

議
会
議
員
の
任
期
、
定
数

（
八
） 

 

教
育
委
員
の
定
数 

 
 
 

定
数
は
五
人
と
す
る
。

（
九
） 

 

農
業
委
員
の
任
期
、
定
数

 
 
 
 

一
農
業
委
員
会
と
す
る
。

（
一
〇
） 

 

職
員
の
身
分
取
扱
い

 
 
 
 

新
町
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、
勤
務
年
数
は
継
承
す
る
。

（
一
一
） 

 

財
産
お
よ
び
負
債

 
 

１ 
 

三
か
町
村
の
所
有
す
る
す
べ
て
の
財
産
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

三
か
町
村
の
す
べ
て
の
負
債
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

３
（
一
二
） 

 

債
権
債
務

（
一
三
） 

 

消
防
団
の
統
合

 
 
 
 

消
防
機
械
器
具
お
よ
び
団
員
は
、
す
べ
て
そ
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
一
四
） 

 

国
民
健
康
保
険

 
 
 
 

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
統
合
し
て
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
一
五
） 

 

各
種
団
体
の
統
合

 
 
 
 

町
内
各
種
団
体
の
統
合
を
す
み
や
か
に
あ
っ
せ
ん
す
る
。

（
一
六
） 

 

各
種
事
業

 
 
 
 

三
か
町
村
の
各
種
継
続
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
は
、
新
町
で
継
続
し
て
行
う
。

（
一
七
） 

 

大
字
、
字
の
名
称 

 
 
 

現
在
の
と
お
り
と
す
る
。

（
一
八
） 

 

柏
村
内
に
お
け
る
分
村
問
題

 
 
 
 

合
併
後
、
新
町
に
お
い
て
、
法
に
よ
り
分
村
実
現
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

 
 

部
分
林
の
関
係
あ
る
も
の
は
、
旧
慣
を
尊
重
し
、
町
村
の
分
収
は
新
町
に
引
き
継
ぐ
も

の
と
す
る
。

 
 

町
村
有
原
野
、
採
草
地
に
つ
い
て
は
従
前
の
使
用
慣
行
の
と
お
り
と
す
る
。
官
行
造
林

に
つ
い
て
は
従
来
の
契
約
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
、
そ
の
分
収
金
に
つ
い
て
は
合
併
関
係
町

村
の
公
共
事
業
に
充
当
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

三
か
町
村
の
有
す
る
債
権
債
務
に
つ
い
て
は
、
誠
実
に
こ
れ
を
処
理
し
た
う
え
、
新
町
に

引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

４

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

柏

村

菅

尾

村

馬
見
原
町

小

崎

正

行

山

中

説

真

工

藤

保

蔵

興

梠

護

久

大
久
保
春
俊

斗

高

俊

治

後

藤

松

寿

今

村

親

雄

本

田

末

熊

甲

斐

勝

巳

田

中

進

本

田

清

隆

玉

目

虎

雄

田
中
案
山
子

山

本

正

網
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５ 
 

合
併
時
の
関
係
村
の
現
況
表

【
旧
上
益
城
郡
矢
部
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

人人人人
人

人
戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

一四
一
三

六
、
九
九
〇

五
五
〇

六
、
四
四
〇

二
、
六
〇
二

一
、
二
一
七

一
、
三
八
五

一
二
〇
・
〇
六

一
、
七
九
一

九
、
五
九
二

―

二五

三
、
五
六
六

三
九
五

三
、
一
七
一

七
三
〇

五
〇
〇

七
四
・
一
四

二
三
〇

七
八
五

四
、
二
九
六

―
一三

一
、
八
四
四

四
六

一
、
七
九
八

― ―

二
一
・
六
二

―

三
二
五

一
、
八
四
四

一一五

一
、
五
八
〇

一
〇
九

一
、
四
七
一

一
、
八
七
二

一
、
一
五
五

七
一
七

二
四
・
三

六
八
一

三
、
四
五
二

蘇
陽
町

柏

村

菅

尾

村

馬
見
原
村

合

併

村

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

二
二
八
、
二
八
三

三
五
、
七
〇
〇

一
六
五
、
〇
八
三

二
七
、
五
〇
〇八

七
六
、
八
一
八

一
五
、
〇
四
七

一
、
五
八
〇

二
、
七
八
〇

七
〇
、
〇
〇
〇

―

七
〇
、
〇
〇
〇

―

一

三
六
、
六
二
五

六
、
六
八
六

四
六
二

六
四
三

六
三
、
八
八
三

六
、
七
〇
〇

五
四
、
六
八
三

二
、
五
〇
〇

―

一
一
、
九
二
八

二
、
一
七
六

一
八
九

二
六
二

九
四
、
四
〇
〇

二
九
、
〇
〇
〇

四
〇
、
四
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇七

二
八
、
二
六
五

六
、
一
八
五

八
五
六

一
、
九
四
八

下

矢

部

村

浜

町

白

糸

村

御

嶽

村

中

島

村

名

蓮

川

村

矢

部

町

矢

部

町

（
昭
三
〇
・
二
・
一

新
設
）

（
昭
三
七
・
四
・
一

境
界
変
更
）

（
昭
三
二
・
四
・
一

編
入
）

（
昭
三
二
・
四
・
一

編
入
）

大
字
島
木
の
一
部
を
御
船
町
へ
分
離
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（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

牧

野

村

荒

谷

村

白

小

野

村

万

坂

村

藤

木

村

勢

井

村

柚

木

村

猿

渡

村

三

ヶ

村

葛

原

村

浜

町

下

馬

尾

村

千

滝

村

南

田

村

長

田

村

芦

屋

田

村

山

田

村

市

原

村

杉

木

村

上

寺

村

城

平

村

下

市

村

城

原

村

下
矢
部
村

下
矢
部
村

浜

町

村

浜

町

浜

町

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
四
五
・
四
・
一

町
制
施
行
）

白

藤

村

津

留

村

目

丸

村

菅

村

新

小

村

犬

飼

村

長

原

村

田

吉

村

野

尻

村

下
川
井
野
村

田

所

村

川

野

村

成

君

村

上
川
井
野
村

男

成

村

小

笹

村

畑

村

入

佐

村

麻

山

村

北

中

島

村

島

木

村

金

内

村

田

小

野

村

原

村

御

所

村

下
名
連
石
村

黒

川

村

白

糸

村

白

糸

村

御

嶽

村

御

嶽

村

中

島

村

中

島

村

名
連
川
村

名
連
川
村

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）
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（
一
） 

下
矢
部
村 

本
村
地
域
は
、
牧
野
村
、
荒
谷
村
な
ど
の
一
〇
か
村
か
ら
な
り
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
第
九
大
区
第
三
小
区
に
属
し
て
い
た
。
一
二
年
郡
区
町
村

編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
こ
れ
ら
を
六
村
と
四
村
の
二
行
政
区
域
に
分
け
た
が
、
一
七
年
の

改
正
で
一
〇
か
村
を
一
戸
長
役
場
区
域
と
し
て
、
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
、
一
〇

か
村
が
合
併
し
て
下
矢
部
村
と
な
っ
た
。 

（
二
） 

浜
町 

平
安
朝
の
頃
は
、
阿
蘇
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
が
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
島
津
氏
の

侵
攻
に
あ
い
、
そ
の
領
土
と
な
っ
た
。
天
正
一
五
年
豊
臣
秀
吉
が
島
津
氏
征
伐
を
行
な
っ
た

の
で
、
当
時
秀
吉
の
配
下
に
あ
っ
た
佐
々
成
政
が
支
配
し
、
そ
の
後
小
西
氏
、
加
藤
氏
の
代

を
経
て
、
細
川
氏
の
領
地
と
な
っ
た
。
そ
の
間
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
一
国
一
城
令
に

よ
り
、
岩
尾
城
と
と
も
に
廃
城
と
な
っ
た
愛
藤
寺
城
の
城
代
で
あ
り
、
元
阿
蘇
家
の
重
臣
で

あ
っ
た
井
手
玄
蕃
允
豊
治
が
矢
部
郷
の
初
代
惣
庄
屋
と
な
っ
た
。
井
手
豊
治
は
小
西
行
長
に

焼
か
れ
た
小
一
領
神
社
の
宮
居
に
町
を
建
設
し
は
じ
め
、
こ
れ
が
浜
町
誕
生
の
は
じ
ま
り
と

い
わ
れ
て
い
る
。
浜
町
は
、
柳
本
神
社
の
宮
居
地
と
い
う
由
緒
か
ら
「
宮
の
原
」
と
い
わ
れ
、

こ
の
地
に
惣
庄
屋
を
置
い
た
こ
と
か
ら
「
庄
の
村
」
と
も
い
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
地
は

矢
部
の
中
枢
と
な
り
、
商
家
が
相
つ
い
で
家
を
建
て
、「
浜
の
館
」
の
あ
っ
た
町
と
い
う
こ
と

か
ら
浜
町
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
本
村
地
域
は
、
旧
藩
時
代
矢
部
手

永
に
属
し
て
い
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
第
九
大

区
に
属
し
、
後
の
城
原
村
は
第
四
小
区
、
後
の
城
平
、
上
寺
、
杉
木
の
三
村
は
第
五
小
区
、

そ
の
他
の
町
村
は
第
三
小
区
に
編
入
さ
れ
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、

城
原
、
城
平
両
村
、
野
尻
村
な
ど
と
、
杉
木
村
は
、
原
村
な
ど
と
、
浜
町
、
下
市
、
下
馬
尾

は
、
三
か
町
村
で
、
上
寺
、
山
田
、
芦
屋
田
、
市
原
、
長
田
、
南
田
、
千
滝
は
七
か
村
で
、

そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
が
、
一
七
年
戸
長
役
場
区
域
の
改
正
に
よ
り
こ
れ
ら
一
三

か
町
村
が
浜
町
列
と
し
て
一
行
政
区
域
と
な
り
、
二
二
年
町
村
制
施
行
と
と
も
に
一
三
か
町

村
が
合
併
し
て
浜
町
村
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
四
五
年
町
制
を
施
行
し
て
、
浜
町
と
改
称
し
た
。

 

（
三
） 

白
糸
村 

本
村
地
域
は
、
旧
藩
時
代
は
矢
部
手
永
に
属
し
て
い
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の

改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
す
べ
て
第
九
大
区
第
四
小
区
に
属
し
た
。
一
二
年
郡
区
町
村

編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
目
丸
、
菅
の
両
村
を
一
行
政
区
域
、
長
原
、
津
留
、
白
藤
、
新
小
、

犬
飼
、
田
吉
の
六
か
村
を
一
行
政
区
域
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
戸
長
役
場
を
置
い
た
が
、
一
七

年
こ
れ
ら
八
か
村
を
一
行
政
区
域
に
改
め
た
。
二
二
年
町
村
制
の
施
行
に
伴
な
い
、
こ
の
八

か
村
が
合
併
し
て
白
糸
村
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

御
嶽
村 

本
村
地
域
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
第
九
大
区
に
属
し
、

入
佐
村
は
第
五
小
区
、
上
川
井
野
村
は
第
六
小
区
、
そ
の
他
の
区
域
は
第
四
小
区
に
編
入
さ

れ
た
が
、
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
と
も
な
い
、
麻
山
村
は
黒
川
村
な
ど
と
、
野

尻
、
下
川
井
野
、
畑
、
入
佐
の
各
村
は
城
原
村
な
ど
と
、
男
成
、
成
君
、
川
野
、
田
所
、
小

笹
、
上
川
井
野
は
六
か
村
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。
一
七
年
行
政
区
域
の
改

正
に
よ
り
、
麻
山
、
入
佐
両
村
は
黒
川
村
な
ど
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
九
か
村
は
野
尻
村
列

と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
同
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
が
、
二
二
年
町
村
制
の
施
行
に
と
も
な
い
、
入

佐
村
、
麻
山
村
を
含
め
た
一
一
か
村
が
合
併
し
て
御
嶽
村
と
な
っ
た
。 

（
五
） 

中
島
村 

本
村
地
域
は
、
旧
藩
時
代
中
島
手
永
に
属
し
、
の
ち
手
永
の
合
併
に
よ
っ
て
矢
部
手
永
に

属
し
、
中
島
村
、
木
鷺
野
村
な
ど
の
六
か
村
か
ら
な
り
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小

区
制
の
も
と
で
は
、
第
九
大
区
に
属
し
、
原
村
は
第
三
小
区
、
そ
の
他
の
村
は
第
五
小
区
に

入
り
、
同
九
年
中
島
村
と
木
鷺
野
村
が
合
併
し
て
島
木
村
と
な
っ
て
い
る
。
一
二
年
郡
区
町

村
編
制
法
の
施
行
に
伴
い
、
北
中
島
、
島
木
の
二
か
村
に
一
戸
長
役
場
が
設
け
ら
れ
、
金
内
、

田
小
野
、
原
の
三
か
村
は
、
下
名
連
石
村
、
杉
木
村
を
加
え
て
同
一
の
戸
長
役
場
区
域
と
な

っ
た
。
一
七
年
行
政
区
域
が
再
編
成
さ
れ
、
こ
の
五
か
村
は
、
同
一
の
戸
長
役
場
の
区
域
と

な
り
、
二
二
年
町
村
制
施
行
に
よ
り
合
併
し
て
中
島
村
と
な
っ
た
。 

（
六
） 

名
連
川
村 

下
名
連
石
村
、
黒
川
村
、
御
所
村
の
三
か
村
か
ら
な
り
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大

小
区
制
の
も
と
で
は
、
第
九
大
区
第
五
小
区
に
属
し
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行

に
よ
り
、
下
名
連
石
村
は
金
内
村
な
ど
と
、
黒
川
、
御
所
両
村
は
麻
山
村
と
同
一
行
政
区
域

と
な
っ
た
が
、
一
七
年
の
改
正
に
よ
り
三
か
村
は
、
入
佐
、
麻
山
の
両
村
と
と
も
に
同
一
行

政
区
域
と
な
っ
た
。
二
二
年
町
村
制
施
行
の
際
、
下
名
連
石
村
と
、
中
島
村
に
属
す
る
こ
と

と
な
っ
た
田
小
野
村
と
が
合
併
し
、
そ
の
役
場
を
下
名
連
石
村
に
置
く
こ
と
ま
で
決
定
し
た

が
、
下
名
連
石
村
に
対
し
て
は
御
所
村
、
黒
川
村
か
ら
合
併
の
申
し
込
み
が
強
く
な
さ
れ
た

の
で
、
下
名
連
石
村
は
、
御
所
村
及
び
黒
川
村
と
三
か
村
で
合
併
し
て
名
連
川
村
と
な
っ
た
。

 

−1202−−1203−



 －11－

 
２ 
町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
直
後
の
住
民
感
情
は
、
歴
史
的
、
社
会
的
、
経
済
的
諸
条
件
を
同
じ

く
す
る
浜
町
、
下
矢
部
村
、
白
糸
村
、
御
嶽
村
、
名
連
川
村
、
中
島
村
、
朝
日
村
、
小
峰
村
の

矢
部
郷
八
か
町
村
合
併
の
構
想
に
賛
意
を
表
す
る
者
が
多
か
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
広
大
な
地

域
で
あ
っ
た
た
め
、
な
か
な
か
具
体
化
の
運
び
に
至
ら
な
か
っ
た
。
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）

一
一
月
発
表
さ
れ
た
県
の
合
併
試
案
で
は
、
矢
部
郷
八
か
町
村
を
合
併
す
る
と
の
案
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
試
案
に
対
し
て
朝
日
村
、
小
峰
村
は
、
阿
蘇
郡
菅
尾
村
、
馬
見
原
町
、
柏
村
と
合
併

の
意
向
を
示
し
、
さ
ら
に
朝
日
、
小
峰
、
御
嶽
の
三
か
村
合
併
の
噂
が
流
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

朝
日
村
お
よ
び
小
峰
村
に
は
郷
内
他
町
村
と
の
合
併
の
意
思
が
な
い
こ
と
を
認
め
、
残
る
六
か

町
村
が
、
二
九
年
一
〇
月
町
村
合
併
協
議
会
を
設
置
し
て
町
村
合
併
へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
六
か
町
村
合
併
も
、
最
終
決
定
ま
で
の
間
に
、
中
島
村
、
名
連
川
村
の
二

か
村
が
離
脱
し
た
。
こ
れ
は
、
中
島
村
の
場
合
は
、
村
内
の
公
共
施
設
が
不
備
で
あ
る
た
め
、

こ
の
整
備
が
終
わ
る
ま
で
は
合
併
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
り
、
名
連
川
村
の
場
合
は
、

新
町
山
漁
村
建
設
計
画
の
遂
行
途
上
で
あ
る
た
め
合
併
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

 

結
局
、
三
〇
年
二
月
一
〇
日
、
下
矢
部
村
、
浜
町
、
白
糸
村
、
御
嶽
村
の
四
か
町
村
が
合
併

し
て
矢
部
町
と
し
て
発
足
し
た
。
こ
の
地
方
は
、
古
く
か
ら
矢
部
郷
と
称
し
、
広
く
知
ら
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
「
矢
部
町
」
と
し
た
。「
矢
部
」
の
語
源
は
、
古
く
阿
蘇
大
神
健
磐
龍
命
が
こ
の

地
を
開
拓
す
る
に
あ
た
り
、こ
の
地
方
が
全
く
の
深
山
幽
谷
で
当
時
ま
だ
無
人
で
あ
っ
た
の
で
、

命
は
木
を
伐
り
山
を
開
き
、
水
を
利
用
し
て
村
を
つ
く
り
、
こ
の
地
方
を
「
山
辺
」
と
名
づ
け

ら
れ
、
後
に
「
や
ま
べ
」
を
「
や
べ
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
天
文

時
代
（
一
五
三
二
～
一
五
五
四
）
の
記
録
で
は
、「
矢
部
の
庄
」
と
記
さ
れ
、
「
山
部
」「
山
辺
」

「
野
辺
」「
野
部
」
な
ど
と
あ
り
、
後
日
転
じ
て
「
矢
部
」
と
な
っ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
る
。 

さ
て
、
中
島
村
、
名
連
川
村
は
六
か
町
村
合
併
か
ら
離
脱
は
し
た
も
の
の
、
二
か
村
だ
け
で

合
併
す
る
意
思
は
な
く
、
ま
た
町
村
合
併
促
進
法
の
趣
旨
に
も
沿
わ
な
い
た
め
、
そ
の
後
県
の

指
導
に
よ
り
結
局
新
矢
部
町
と
合
併
す
る
こ
と
に
な
り
、
三
二
年
四
月
一
日
、
矢
部
町
に
編
入

さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
初
の
町
村
合
併
促
進
協
議
会
結
成
時
の
六
か
町
村
合
併
案
が
実
現

さ
れ
た
。
な
お
、
旧
中
島
村
大
字
島
木
の
通
称
松
の
生
部
落
（
世
帯
数
二
四
、
人
ロ
一
三
〇
人
）

は
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
御
船
町
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
こ
と
か
ら
、
住
民
の
一
致
し
た

要
求
で
、
三
七
年
四
月
一
日
矢
部
町
か
ら
分
離
し
て
御
船
町
に
境
界
変
更
さ
れ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

浜
町
ほ
か
三
か
村
の
合
併 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

合
体
合
併
と
す
る
。 

（
二
） 

新
町
名 

 

「
矢
部
町
」
と
す
る
。 

（
三
） 

合
併
実
施
の
期
日 

 

昭
和
三
〇
年
二
月
一
日 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

旧
浜
町
々
内
に
置
く
も
の
と
し
、
新
役
場
新
築
ま
で
暫
定
的
に
浜
町
役
場
を
利
用
す
る
。

 

（
五
） 

役
場
出
張
所
の
位
置
お
よ
び
そ
の
事
務 

１ 

出
張
所
を
当
分
の
間
、
次
の
と
お
り
置
く
。 

旧
下
矢
部
村
、
旧
白
糸
村
、
旧
御
嶽
村 

２ 

出
張
所
は
次
の
事
務
を
行
な
う
。 

ア 

戸
籍
、
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務 

イ 

配
給
に
関
す
る
事
務 

ウ 

徴
税
お
よ
び
そ
の
他
の
徴
収
に
関
す
る
事
務 

工 

産
業
振
興
に
関
す
る
事
務 

（
六
） 

議
会
議
員
の
任
期 

任
期
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
、
昭
和
三
〇
年
三
月
三

一
日
ま
で
と
す
る
。 

（
七
） 

議
会
議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数 

１ 

定
数
は
、
地
方
自
治
法
第
九
一
条
の
規
定
に
よ
る
。 

２ 

選
挙
区
を
設
け
る
。
選
挙
区
は
、
旧
町
村
の
区
域
に
よ
る
。
た
だ
し
、
議
員
の
一
任

期
期
間
と
す
る
。
な
お
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
会
議
員
の
数
は
、
人
口
を
勘

案
し
、
協
議
の
う
え
決
定
す
る
。 

（
八
） 

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

農
業
委
員
会
法
第
三
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旧
町
村
の
農
業
委
員
会
を
昭
和
三
〇
年

一
二
月
三
一
日
ま
で
そ
の
ま
ま
存
置
す
る
。 

（
九
） 
教
育
委
員
会
の
委
員
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
、
委
員
の
定
数
は
五
名
と
す
る
。
た

だ
し
、
委
員
の
任
期
は
、
昭
和
三
〇
年
四
月
三
〇
日
ま
で
と
す
る
。 

−1202−−1203−
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特
別
基
本
財
産
お
よ
び
行
政
財
産
な
ら
び
に
基
本
財
産
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る
。
負
債
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
（
一
時
借
入
金
は
除
く
）
。

（
一
三
） 

 

小
学
校
、
中
学
校
の
位
置
お
よ
び
区
域

 
 
 
 

現
状
の
ま
ま
存
置
し
、
通
学
区
域
は
、
必
要
に
よ
り
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
四
） 

 

消
防
団
の
組
織 

 
 
 

消
防
団
の
組
織
は
、
統
合
の
う
え
、
再
編
成
す
る
。

（
一
五
） 

 

国
民
健
康
保
険
事
業

 
 
 
 

未
設
置
区
域
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
年
度
ま
で
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
六
）

 
 
 
 
 
 
 
 

旧
町
村
の
災
害
復
旧
お
よ
び
継
続
事
業
は
、
新
町
に
お
い
て
引
き
継
い
で
実
施

す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

新
町
は
、
建
設
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
大
い
に
促
進
す
る
が
、
将
来

事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
事
業
実
施
年
度
、
事
業
計
画
の
変
更
あ
る
こ
と
を
了
承
す
る
も
の

と
す
る
。

（
一
七
）

中
島
村
、
名
連
川
村
の
編
入

（
一
） 
 

合
併
の
時
期 

 
 
 

昭
和
三
二
年
四
月
一
日

（
二
） 

 

出
張
所

 
 

１ 
 

旧
中
島
村
、
名
連
川
村
役
場
に
出
張
所
を
置
く
。

 
 

２ 
 

出
張
所
の
所
長
を
置
き
、
つ
ぎ
の
事
項
を
掌
理
さ
せ
る
。

 
 
 
 

ア 
 

自
衛
隊
そ
の
他
渉
外
事
項
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

イ 
 

戸
籍
な
ら
び
に
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

ウ 
 

諸
証
明
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

工 
 

主
食
配
給
に
関
す
る
事
務

 
 
 
 

オ 
 

町
税
そ
の
他
徴
収
に
関
す
る
事
務

（
三
） 

 

議
員
の
定
数
な
ら
び
に
選
挙

 
 

１ 
 

地
方
自
治
法
第
九
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
増
加
す
る
議
員
の
選
挙
は
、
旧
中

島
村
、
旧
名
連
川
村
に
選
挙
区
を
設
け
て
選
挙
す
る
。

 
 

２ 
 

議
員
の
定
数
は
、
旧
中
島
村
二
人
、
旧
名
連
川
村
二
人

 
 

３ 
 

前
記
の
選
挙
区
は
、
合
併
と
同
時
に
行
う
選
挙
の
際
に
限
り
、
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
四
） 

 

一
般
職
員
の
身
分
取
扱
い

 
 

１
、
合
併
後
も
一
般
職
員
と
し
て
身
分
を
保
存
せ
し
め
、
そ
の
勤
続
年
数
は
通
算
す
る
。

 
 

２
、

 
 

合
併
後
に
退
職
す
る
特
別
職
お
よ
び
一
般
職
員
の
退
職
手
当
は
、
旧
関
係
町
村
に
お

い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
五
） 

 

中
島
村
立
病
院
は
、
矢
部
町
に
お
い
て
継
承
し
、
十
分
強
化
す
る
も
の
と
す
る
。

（
六
） 

 

境
界
変
更

 
 

松
の
生
の
御
船
町
へ
の
境
界
変
更
に
つ
い
て
は
、
矢
部
町
で
合
併
後
処
理
す
る
も
の
と

す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

（
一
）
浜
町
ほ
か
三
か
村
の
合
併

（
一
〇
） 

 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
等
の
身
分
取
扱
い

 
 

１ 
 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
く
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る

合
併
関
係
町
村
の
一
般
職
の
職
員
に
は
、
引
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有

せ
し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

町
村
長
、
助
役
、
収
入
役
の
退
職
金
は
、
各
町
村
議
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

 
 

３ 
 

議
員
お
よ
び
各
委
員
の
慰
労
金
は
、
新
町
の
予
算
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

４ 
 

職
員
の
退
職
金
は
、
熊
本
県
退
職
条
例
に
準
じ
左
の
割
合
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

 
 
 
 

ア 
 

新
町
発
足
後
一
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者 

 

百
分
の
二
五
〇

 
 
 
 

イ 
 

新
町
発
足
後
六
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者 

 

百
分
の
一
五
〇

 
 
 
 

ウ 
 

新
町
発
足
後
一
年
以
内
に
退
職
し
た
者 

 

百
分
の
一
二
五

 
 

５ 
 

部
落
駐
在
員
は
、
条
例
を
制
定
し
て
必
要
な
と
こ
ろ
に
設
置
す
る
。

（
一
一
） 

 

助
役
の
定
数 

 
 
 

一
名
と
す
る
。

（
一
二
） 

 

財
産
お
よ
び
負
債

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

下
矢
部
村

浜

町

白

糸

村

御

嶽

村

佐

野

剛

植

村

安

高

村

尚

道

山

下

諭

日

隈

保

中

村

信

義

山

本　

武

松

永

豊

記

山

下

寅

松

村

山

国

彦

赤

沢

政

喜

平

田

政

則

赤

松

政

豊

右
山
富
次
郎

藤

田

定

之

荒

木

強

佐

野

正

令

美

濃

部

弘

坂

野

良

恵

飯

星

源

吾
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（
二
）
中
島
村
、
名
連
川
村
の
合
併

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

（
一
）
浜
町
ほ
か
三
か
村
の
合
併

区

分

人

口

戸

数

面

積

戸人人人人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

計

一
八
、
一
〇
一

三
、
三
九
六

一
六
三
・
二
三

二
、
〇
九
九

二
、
一
七
一

四
、
二
七
〇

矢
部
町

下
矢
部
村

浜

町

白
糸
村

御
嶽
村

関

係

町

村

都
市
的

業

態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人

そ

の

他

計

農

業

官

公

署

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

八
、
三
〇
六

五
、
五
一
五

一
三
、
八
二
一

二
九四一

二
三
、
六
一
五

一
三
、
五
〇
七

三
二
、
〇
一
八

八
一
、
一
九
二二

九
二
、
五
〇
〇

三
七
五
、
〇
〇
〇

四
四
七
、
五
〇
〇

九
一
五
、
〇
〇
〇

三
、
三
七
八

六
〇
〇

三
〇
・
〇
五

一
〇
四

―

一
〇
四

一
、
九
三
八

一
、
三
三
九

三
、
二
七
七三一

―

二
、
七
〇
七

五
、
六
七
二

五
、
〇
五
一

一
六
、
三
六
六

―

二
二
、
五
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇

二
二
、
五
〇
〇

一
五
〇
、
〇
〇
〇

七
、
一
五
一

一
、
四
三
四

二
〇
・
七
一

一
、
六
一
五

二
、
〇
三
五

三
、
六
五
〇

二
、
一
九
三

一
、
三
〇
八

三
、
五
〇
一

一
八一一

一
五
、
〇
八
七

六
、
八
六
〇

一
二
、
三
六
二

二
九
、
六
一
八

―

六
〇
、
〇
〇
〇

九
〇
、
〇
〇
〇

三
二
三
、
〇
〇
〇

四
七
三
、
〇
〇
〇

三
、
七
八
三

七
二
二

八
七
・
四
八

九
五

一
六

一
一
一

一
、
二
〇
九

二
、
四
五
〇

三
、
六
五
九五一

―

三
、
一
二
七

四
五
五

八
、
二
五
五

一
七
、
二
二
一二

一
〇
、
〇
〇
〇

八
〇
、
〇
〇
〇

六
七
、
五
〇
〇

一
五
七
、
〇
〇
〇

三
、
七
八
九

六
四
〇

二
四
・
九
九

二
八
五

一
二
〇

四
〇
五

二
、
九
六
六

四
一
八

三
、
三
八
四三一

―

二
、
六
九
四

五
二
〇

六
、
三
五
〇

一
七
、
九
八
七

――

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

一
三
五
、
〇
〇
〇

そ
の
他

の
業
態

中
学
校
以

上
の
学
校

会
社
、工
場
、

事
業
場

資
本
金
五
百

万
円
以
上

（

）

業

態

生

業

の
割
合

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

矢

部

町

中

島

村

名
連
川
村

高

村

尚

道

中

村

精

彦

工

藤

義

修

中

村

信

義

古

閑

守

幸

山

本

義

隆

平

田

政

則

稲

葉

富

茂

藤

岡

重

房

右
山
富
次
郎

江

藤

恒

雄

山

村

恵

藤

田

定

之

和

田

広

親

坂

本

昇
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（
二
）
中
島
村
、
名
連
川
村
の
合
併

【
旧
上
益
城
郡
清
和
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人

人
人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

畜

　

産

農

産

そ

の

他

計

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

一
、一
三
四
、
九
二
〇

三
八
六
、
七
三
四

五
四
三
、
七
四
九

二
〇
四
、
四
三
七二

一
四
一
、
八
二
七

四
二
、
三
六
〇

一
一
、
六
四
七

一
〇
、
五
八
六一六

三
五

二
一
、
一
三
五

六
、
九
五
〇

一
四
、
一
八
五

五
、
〇
五
七

二
、
九
五
八

二
、
〇
九
九

二
九
八
・
〇
九

四
、
七
七
五

二
六
、
一
九
二

九
一
五
、
〇
〇
〇

三
六
〇
、
〇
〇
〇

三
七
五
、
〇
〇
〇

一
八
〇
、
〇
〇
〇二

七
三
、
六
四
七

三
〇
、
三
〇
二

九
、
一
一
五

一
〇
、
八
九
三一四

二
五

一
三
、
八
二
一

五
、
五
一
五

八
、
三
〇
六

五
、
〇
五
七

二
、
九
五
八

二
、
〇
九
九

一
六
三
・
三
〇

一
八
、
八
七
八

三
、
四
七
二

一
二
七
、
〇
〇
〇

一
四
、
四
〇
〇

九
八
、
五
〇
〇

一
四
、
一
〇
〇

―

二
四
、
七
八
〇

六
、
六
四
七

七
八
七

四
八
五

―
一四

四
、
四
四
三

六
一
八

三
、
八
二
五

― ―

七
三
・
五
四

―

八
〇
五

四
、
四
四
三

九
二
、
九
二
〇

一
二
、
三
三
四

四
〇
、
二
四
九

一
〇
、
三
三
七

―

四
三
、
四
〇
〇

五
、
四
一
一

二
六
九

六
八
四

―

一六

二
、
八
七
一

八
一
七

二
、
〇
五
四

― ―

六
一
・
二
五

―

四
九
八

二
、
八
七
一

矢

部

町

矢

部

町

中

島

村

名
連
川
村

関

係

町

村

朝

日

村

小

峰

村

清

和

村

清

和

村

（
昭
三
一
・
七
・
一

新
設
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

大

平

村

仏

原

村

安

方

村

郷

原

村

井

無

田

村

川

口

村

鶴

ヶ

田

村

高

月

村

小

中

竹

村

仮

屋

村

市

ノ

原

村

米

生

村

須

原

村

鎌

野

村

尾

野

尻

村

緑

川

村

小

峰

村

貫

原

村

木

原

谷

村

朝

日

村

朝

日

村

小

峰

村

小

峰

村

阿
蘇
郡

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）（
昭
二
三
・
四
・
一

阿
蘇
郡
か
ら
上
益
城
郡
に
編
入

）
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（
一
） 

朝
日
村 

本
村
の
地
域
は
、
太
平
村
、
仏
原
村
な
ど
八
か
村
か
ら
な
り
、
中
世
に
は
、
数
百
年
間
、

阿
蘇
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）、
阿
蘇
氏
の
滅
亡
に
よ
り
小
西

氏
の
領
地
と
な
っ
た
。 

そ
の
後
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）、
細
川
氏
の
所
領
と
な
り
、
矢
部
手
永
に
属
し
た
。 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
小
峰
地
区
と
と
も
に
第
九
大

区
第
六
小
区
に
属
し
た
が
、
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
小
峰
地
区
と
分

か
れ
て
鶴
ケ
田
、
川
口
、
井
無
田
の
三
か
村
と
高
月
、
太
平
、
郷
原
、
安
方
、
仏
原
の
五
か

村
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
年
の
行
政
区
域
の
変
更
に
よ
り
、

こ
の
八
か
村
は
高
月
村
列
と
し
て
同
一
戸
長
役
場
区
域
と
な
り
、
二
二
年
、
町
村
制
の
施
行

に
と
も
な
い
八
か
村
が
合
併
し
て
朝
日
村
と
な
っ
た
。 

（
二
） 

小
峰
村 

本
村
の
地
域
は
、
小
峰
村
な
ど
一
一
か
村
か
ら
な
り
、
朝
日
村
と
同
様
阿
蘇
氏
か
ら
加
藤

氏
の
領
地
と
な
っ
た
が
、
細
川
藩
時
代
は
菅
尾
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七

四
）の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
朝
日
地
区
と
と
も
に
第
九
大
区
第
六
小
区
に
属
し
た
が
、

一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
と
も
な
い
貫
原
、
須
原
、
小
峰
、
小
竹
中
、
木
原
谷
、

緑
川
は
六
か
村
で
、
仮
屋
、
米
生
、
尾
野
尻
、
鎌
野
の
四
か
村
は
柳
井
原
村
な
ど
と
と
も
に

同
一
行
政
区
域
と
な
り
、
さ
ら
に
一
七
年
の
行
政
区
域
の
改
正
で
、
こ
の
一
一
か
村
に
白
石
、

神
前
、
方
ケ
野
の
三
か
村
を
加
え
小
峰
村
列
と
な
っ
た
。
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
、

白
石
村
な
ど
三
か
村
を
除
く
一
一
か
村
が
合
併
し
て
小
峰
村
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
一

七
年
（
一
九
四
二
）
、
県
下
に
地
方
事
務
所
が
設
置
さ
れ
た
際
、
上
益
城
地
方
事
務
所
の
所
轄

と
な
り
、
二
三
年
に
正
式
に
上
益
城
郡
に
編
入
さ
れ
た
が
、
な
お
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
は
、

三
一
年
七
月
一
日
ま
で
従
事
ど
お
り
阿
蘇
郡
の
属
す
る
第
一
区
に
属
し
て
い
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

朝
日
村
は
、
御
嶽
村
、
名
連
川
村
お
よ
び
阿
蘇
郡
馬
見
原
町
、
菅
尾
村
、
柏
村
に
隣
接
し
、

小
峰
村
は
、
白
糸
村
、
御
嶽
村
、
馬
見
原
町
と
隣
接
し
た
地
形
で
あ
る
が
、
同
村
と
も
に
矢
部

郷
八
か
町
村
の
中
島
、
下
矢
部
、
白
糸
、
浜
町
、
名
連
川
、
御
嶽
、
朝
日
、
小
峰
の
一
村
と
し

て
、行
政
は
上
益
城
地
方
事
務
所
の
管
下
に
あ
り
、
矢
部
郷
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

各
問
題
の
発
生
が
予
測
さ
れ
た
の
で
、
合
併
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、
住
民
の
世
論
を
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。 

（
一
） 

矢
部
八
か
町
村
合
併
を
希
望
す
る
者 

四
五
パ
ー
セ
ン
ト 

（
二
） 

東
部
四
か
村
合
併
（
小
峰
、
朝
日
、
菅
尾
、
馬
見
原
）
を
希
望
す
る
者 

四
五
パ
ー

セ
ン
ト 

（
三
） 

そ
の
他
（
小
峰
、
朝
日
、
御
嶽
合
併
）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

両
村
議
会
に
お
い
て
も
、
前
記
の
よ
う
な
分
野
に
わ
か
れ
て
の
論
争
が
激
し
く
、
合
併
の
実

現
が
困
難
視
さ
れ
て
い
た
と
き
、
県
は
矢
部
郷
八
か
町
村
合
併
を
内
容
と
す
る
合
併
試
案
を
発

表
し
た
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
地
区
に
お
け
る
合
併
問
題
を
、
か
え
っ
て
混
乱
さ
せ
る
結
果
と
な

っ
た
。 

こ
の
間
、
朝
日
村
議
会
に
お
い
て
は
、
東
部
四
か
町
村
合
併
派
と
矢
部
郷
八
か
町
村
合
併
派

と
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
一
一
月
二
三
日
に
招
集
さ
れ
た
議
会
に

お
い
て
は
、
議
員
定
数
一
六
人
の
う
ち
議
長
な
ど
八
人
の
四
か
町
村
合
併
派
議
員
が
、
定
刻
一

時
間
前
の
午
前
九
時
に
半
数
が
そ
ろ
っ
た
の
で
、
議
長
は
開
会
を
宣
し
、
四
か
町
村
合
併
を
議

決
し
た
。
そ
の
あ
と
、
定
刻
一
〇
時
ご
ろ
残
り
の
八
人
が
集
ま
っ
て
こ
れ
を
知
り
、「
そ
れ
な
ら

自
分
た
ち
だ
け
で
も
定
数
に
足
り
る
。
」
と
第
二
の
議
会
を
開
き
、
八
か
町
村
合
併
を
満
場
一
致

で
可
決
し
、
お
互
い
に
相
手
方
の
議
決
を
「
無
効
だ
。
」
と
争
そ
っ
た
が
、
両
方
取
消
さ
れ
る
と

い
う
一
幕
も
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
、
朝
日
村
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
揚
げ
た
第
一
案
、
第
二
案
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
と

い
う
こ
と
で
非
公
式
の
住
民
投
票
を
行
な
っ
た
が
、
混
乱
は
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
小
峰
、
朝
日
の
両
村
を
除
く
矢
部
地
方
六
か
町
村
は
こ
の
区
域
の
合
併
を
進
め
（
矢
部
町
の

項
参
照
）、
三
〇
年
一
月
、
六
か
町
村
の
合
併
が
決
定
視
さ
れ
て
き
た
。そ
こ
で
よ
う
や
く
小
峰
、

朝
日
二
か
村
合
併
の
気
運
が
盛
り
あ
が
り
、
両
村
と
も
校
区
別
の
住
民
大
会
を
開
き
、
村
長
を

は
じ
め
議
会
も
二
か
村
合
併
に
力
を
注
い
だ
。
住
民
も
、
今
後
に
お
け
る
行
政
運
営
を
考
え
た

場
合
、
矢
部
郷
で
合
併
で
き
な
か
っ
た
小
峰
、
朝
日
の
二
か
村
合
併
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
よ

う
や
く
認
識
し
、
そ
の
賛
成
者
は
日
を
お
っ
て
増
加
し
た
。
そ
こ
で
、
翌
三
一
年
二
月
、
小
峰

村
は
朝
日
村
と
合
併
す
る
こ
と
を
議
会
で
申
し
合
わ
せ
、
朝
日
村
と
の
合
併
を
促
進
す
る
こ
と

に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
朝
日
村
も
同
調
し
、
同
年
三
月
、
促
進
法
に
基
づ
い
た
合
併
促
進

協
議
会
を
発
足
さ
せ
た
。
三
月
一
八
日
、
第
一
回
の
協
議
会
を
開
催
し
、
事
務
処
理
の
問
題
に

つ
い
て
協
議
を
進
め
、
七
月
一
日
を
も
っ
て
合
併
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
う
し
て
二
年
有

余
に
わ
た
る
合
併
紛
争
も
終
止
符
を
打
た
れ
、
小
峰
村
、
朝
日
村
は
合
併
し
て
、
新
し
く
清
和
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村
が
発
足
し
た
。 

因
み
に
、
朝
日
村
出
身
で
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
陸
軍
大
将
に
昇
進
し
た
林
仙
之
氏
の
「
政

清
人
和
」
す
な
わ
ち
「
政
ご
と
清
け
れ
ば
人
お
の
ず
か
ら
和
す
」
と
い
う
額
書
は
、
朝
日
村
に

お
け
る
村
政
の
鏡
と
さ
れ
て
い
た
。
合
併
に
あ
た
り
合
併
村
の
一
般
住
民
か
ら
公
募
し
た
村
名

の
選
考
に
際
し
、
前
述
の
よ
う
な
意
義
あ
る
額
書
に
由
来
す
る
「
清
和
村
」
と
す
る
の
が
最
も

適
当
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
合
併
協
議
会
に
お
い
て
満
場
一
致
で
決
定
さ
れ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

朝
日
村
、
小
峰
村
を
合
体
合
併
す
る
。 

（
二
） 

合
併
の
時
期 

 

昭
和
三
一
年
七
月
一
日 

（
三
） 

新
村
名 

 

清
和
村
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

熊
本
県
上
益
城
郡
朝
日
村
大
字
太
平
三
七
七
の
一
番
地
（
現
大
平
公
民
館
）
に
置
き
、
新

庁
舎
は
、
大
字
大
平
地
内
に
置
く
。 

（
五
） 

出
張
所
の
位
置
お
よ
び
事
務 

 

出
張
所
は
、
設
置
し
な
い
。 

（
六
） 

議
員
の
任
期 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
、
議
員
の
任
期
を
昭
和
三
一
年
八
月

三
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

（
七
） 

議
会
議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数 

公
職
選
挙
法
第
一
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
朝
日
村
、
小
峰
村
の
区
域
を
も
っ
て
選

挙
区
を
そ
れ
ぞ
れ
設
け
、
各
選
挙
区
に
お
け
る
議
員
の
定
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
人
と
す
る
。 

（
八
） 

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

１ 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
、
委
員
の
任
期
を
昭
和
三
一
年
一
〇

月
三
一
日
ま
で
延
長
し
、
そ
の
定
数
を
二
七
人
と
す
る
。 

２ 

特
例
適
用
期
間
中
に
お
け
る
学
識
経
験
者
等
に
よ
る
推
せ
ん
委
員
の
数
は
、
朝
日
村
四

人
と
す
る
。 

（
九
） 

教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
こ
の
規
定
を
適
用
し
、
委
員
の
任
期
を
昭
和
三
一
年
九
月
三

〇
日
ま
で
延
長
し
、
そ
の
定
数
を
互
選
に
よ
り
四
人
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

合
併
関
係
村
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ

る
合
併
関
係
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
村
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ

し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
こ
れ
を
継
承
す
る
。 

２ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
村
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の
他
身

分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
す
べ
て
を
通
じ
て
公
正
に
処
理
す
る
。 

３ 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
の
額
は
、
新
村
の
退
職
手
当
支
給
条
例
に
よ
る
普
通
退
職

手
当
の
額
に
左
に
揚
げ
る
額
を
加
え
て
支
給
す
る
。 

ア 

合
併
後
一
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
は
、
本
俸
月
給
の
一
二
か
月
分 

イ 

合
併
後
四
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
は
、
本
俸
月
給
の
六
か
月
分 

ウ 

合
併
後
一
二
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
は
、
本
俸
月
給
の
二
か
月
分 

工 

特
別
職
の
職
員
は
、
別
に
考
慮
す
る
。 

（
一
一
） 

助
役
の
定
数 

 

助
役
の
定
数
は
、
一
人
と
す
る
。 

（
一
二
） 

部
落
区
長
の
設
置 

合
併
関
係
村
の
区
長
は
、
こ
れ
を
現
在
の
ま
ま
存
置
す
る
。
な
お
逐
次
整
理
統
合
す
る
。 

（
一
三
） 

財
産
の
帰
属
処
分 

１ 

合
併
関
係
村
の
財
産
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
新
村
に
引
き
継
ぐ
。 

２ 

合
併
関
係
村
の
負
債
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
新
村
に
引
き
継
ぐ
。 

（
一
四
） 

村
税
そ
の
他
の
滞
納
処
理 

合
併
関
係
村
の
村
税
そ
の
他
の
収
入
金
で
収
入
未
済
分
は
、
町
村
合
併
と
同
時
に
新
町
に

引
き
継
ぐ
。
た
だ
し
、
両
村
と
も
昭
和
三
一
年
五
月
三
一
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
九
〇
パ
ー
セ

ン
ト
程
度
の
徴
収
実
績
を
あ
げ
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
五
） 

字
の
名
称 

 

新
村
の
大
字
、
小
字
の
名
称
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
六
） 

消
防
団
の
統
合 

１ 

現
在
の
二
か
村
有
の
消
防
機
械
器
具
は
、
こ
れ
を
新
村
に
引
き
継
ぐ
。 

２ 

新
村
に
消
防
団
を
置
き
、
団
員
お
よ
び
分
団
数
は
、
関
係
村
の
消
防
団
の
協
議
に
よ
り

定
め
る
。 

（
一
七
） 
国
民
健
康
保
険
事
業 

 

新
村
は
、
全
区
内
に
実
施
す
る
。 

（
一
八
） 
各
種
事
業 

関
係
村
に
お
け
る
土
木
事
業
、
耕
地
事
業
そ
の
他
各
種
の
継
続
事
業
な
ら
び
に
既
定
計
画

事
業
は
、
継
続
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 
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（
一
九
） 

 

左
の
団
体
の
統
合
を
す
み
や
か
に
あ
っ
せ
ん
す
る
。

 
 
 
 

農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
森
林
組
合
、
青
年
団
、
婦
人
会
、
そ
の
他
の
各
種
団
体

（
二
〇
） 

 

村
税
の
賦
課 

 
 
 

均
一
課
税
と
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
村
の
現
況
表

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

村

名

朝

日

村

小

峰

村

兼

瀬

隆

川

口

重

光

中

原

千

城

　

　

　
―

村

上

武

行

藤

本

続

片

山

金

光

秋

月

真

澄

藤

島
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